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日本原⼦⼒発電株式会社 
取締役社⻑  村松 衛  様 
 

先月１８日に開催の「原⼦⼒所在地域⾸⻑懇談会」においては、貴社より、
東海第二発電所における安全性向上対策工事の工程や、原⼦⼒規制委員会への
使用前検査の申請を予定していることなどの説明があったが、その内容には到
底容認できないものも含まれる。特に、貴社が提示した「使用前検査申請書」
（案）中、「申請に係る発電用原⼦炉施設の使用の開始の予定時期」に関し、
安全性向上対策工事の終了時期に合わせた具体的な記載が伴っての申請には、
東海第二発電所に関する住⺠の理解が⼗分とは⾔えない状況下において、誤
解・憶測等を招き兼ねないことが強く懸念される。 

ついては、同懇談会会合で取り上げた下記事項に関し、明確な回答を求めた
く、あらためて申し入れる。 
 
一、東海第二発電所に係る使用前検査の申請及びその受検対応は、従来進めら

れてきた安全性向上対策工事と同様、同発電所の稼働及び延⻑運転に直結
しないものであることを確約すること。 

一、東海第二発電所における安全性向上対策工事や使用前検査の内容・スケジ
ュール等については、その社会的関心の高さを踏まえ、住⺠への丁寧な説
明と理解活動への取り組みを強化すること。なお、当該理解活動に先立っ
ては、目標及び計画を立案し、我々６自治体に説明の上、確実に実施する
こと。 
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